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社会福祉士用

令和６年度　実 務 経 験 申 告 書

※は記入しないでください。

※学籍番号

該当する箇所に○をつけてください。

聖徳大学学長　殿

＜申告者＞ 住　　所

〒
令和　　年　　月　　日

入学の種類 １年次入学 ２年次編入学 ３年次編入学

※受験番号

連絡先（携帯電話等）（　　　　　）　　　　－
※記載内容について、問い合わせ、書類の返却をする場合があります。

私の相談援助に関する実務経験は、次のとおりですので、所属長等の証明書 社福様式２ を添えて、申告いたします。

氏　　名 ㊞

所属していた
（している）

施設・事業所・機関の名称
施設（事業）等の種類

合　計　期　間

出願時に合計期間が１年未満の場合には見込みにチェックを入れてください。

□ 見込み（入学後あらためて＜申告書＞と＜証明書＞の提出が必要です。提出されない場合は、申請が無効となります。）

　　　　年　　　ヵ月

証明書（様式２）で証明す
る種類名と整合性がとれ
ていること

職　種
期　　間

証明権者
（職名・氏名）

年 　 月 　 日

（　　　年　　ヵ月）

年 　 月 　 日

～

年 　 月 　 日

（　　　年　　ヵ月）

年 　 月 　 日

～

（注）実務経験の内容は相談援助業務であることが必要です。裏面の「社会福祉士の実習免除に必要な相談援助業務の内容」に
て、必ずご確認願います。

（注意）
①上記の記載内容は、「実務経験証明書」（様式2）の記載内容と一致することが必要です。
②現在も勤務中の場合は、期間欄の終了日部分に「現在に至る」と記入してください。
③証明権者は、施設・機関の代表者です。代表者の職名・氏名を記入してください。
④記入内容を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、申告者の印を押印してください。修正液等による訂正は認められま
せん。
⑤実務経験の内容は、相談援助業務であることが必要です。裏面の注意事項を必ず確認してください。

申請された実務経験や職種が事実と異なった場合は、国家試験の受験資格が得られなかったり、資格取得後に
資格を取り消される場合があります。十分注意して、申請を行ってください。
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社福様式１
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記入例

申請チェックシート
　実務経験申告書を記入後に下記項目を確認し、
確認欄に✓点を記載してください。

項　　目

日付は記入されていますか。

合計期間の記入はされていますか。

下記の注意事項の内容を確認されていますか。

訂正箇所には出願者の印が押印されていますか。

確認欄

氏名欄の捺印はされていますか（シャチハタ、
スタンプ印は不可）。

退職している場合、申告期間は勤務最終日まで
記入されていますか。

現在も勤務している場合は、「現在に至る」と
記入されていますか。

証明権者は＜実務経験証明書＞の代表者と同じ
ですか（職名・氏名の自筆記入、押印不要）。

申請時に実務経験が１年未満の場合は「□見込
み」にチェックされていますか。

＜申告書＞と＜証明書＞の施設種類、職種は同
じものが記入されていますか。

施設種類は一覧表（３～６頁）の記載に該当し
ていますか。

【注意】
社会福祉士の実習免除に必要な相談援助業務の内容
　社会福祉士の実習免除を申請するには、福祉に関する相談援助業務を下記のとおり実施している必要があります。

・当該施設と雇用関係を有し、常勤（労働時間が当該施設の常勤者のおおむね４分の３以上である方を含む。）で従
事した方

　（注意）
　＊「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
　＊「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験

することはできません。
　＊「指導員」「訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行う指導員、訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した

方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験でき
ます。）

　＊「児童指導員」のうち、「入居者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、そ
の実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）

　＊「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経
験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）

　＊「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行う障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を
受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ
受験できます。）

　＊「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行う生活支援員、生活指導員、指導員」として介護
福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福
祉士国家試験のみ受験できます。）

職種は一覧表（３～６頁）の記載に該当してい
ますか。

令和６

令和 5　　12　1
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出願時に合計期間が1年未満の
場合には、「見込チェック欄」
に記入してください。

訂正する場合は、訂正
印を押してください。

必
ず
捺
印
し
て
く
だ
さ
い

聖
徳

証明権者の職名・
氏名を手書きで記
入してください
（押印不可）。

所属していた
（している）

施設・事業所・機関の名称
施設（事業）等の種類


